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◆巻頭

市震災復興計画＜概要版＞

◆成人式

万感の思いで迎えた成人式

◆特別会計決算

国民健康保険と後期高齢者医療保険の決算状況

◆義援金

災害義援金交付のお知らせ

◆職員募集

市非常勤 ( 嘱託 ) 職員採用試験受験案内

◆巻末

派遣職員紹介～日髙橘子さん ( 名古屋市 ) ～

　１月１５日、市内各地で小正月の伝統行事「虎舞」が

行われました。

　このうち、米崎町の勝木田地区では、子どもたちが地

区内の各世帯を回って虎舞を踊り、今年１年の家内安全、

無病息災などを祈願しました。

伝統行事で厄はらい伝統行事で厄はらい



２０１２年（平成２４年）　１月１日号　②２０１２年（平成２４年）　２月１日号　②

陸 前 高 田 市 震 災 復 興 計 画

基　本　構　想

基　本　計　画

発 生 時 間

震　源　地

震源の深さ

地震の規模

当市の震度

総　　人　　口

生 存 確 認 数

死亡者数 (震災分 )

　  〃　 （その他）

行方不明者数

確 認 調 査 中

住基人口 ※平成２３年３月１１日現在

※平成２３年１１月２１日現在

市民で身元が判明し、死亡届の出された人数

病死、事故死など

安否確認要請のあった人数

２４，２４６人

２２，２７０人

１，６５６人

２２５人

７２人

２３人

平成２３年３月１１日 (金 )１４時４６分

三陸沖    

約２４Km    

マグニチュード９．０    

震度６弱  

陸前高田市震災復興計画《概要版》陸前高田市震災復興計画《概要版》

・東日本大震災の猛威や恐ろしい経験と津波防災、減災への教訓を謙虚に受け止め、一刻も早く仮

設居住を解消し、被災者の生活再建を図るとともに、地域産業の再生と発展を目指し、市民が安心

して暮らし、働くことのできるまちづくりに全力を挙げて取り組まなければなりません。

・将来に向けて希望と夢と安心のもてる新しい本市の復興ビジョンを示すとともに、本市の創生と

活力向上に繋がる陸前高田市復興計画を策定し、多くの方の協働、連携により本市の復興を実現し

ようとするものです。

復興に向けた基本理念や

まちづくりの目標を示す

目標達成に向けた施策と

整備目標を示す

〈第１期〉 〈第２期〉

復興基盤整備期
（平成２３～２５年度）

復興展開期
（平成２６～３０年度）

構想の目標期間
（平成２３年度～平成３０年度）

３年 ５年

陸前高田市震災復興計画＜概要版＞

～「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造～

策定の趣旨

災害の状況

陸前高田市災害状況写真

計画の構成と期間

▼地震前（平成２２年１０月１８日・２９日） ▼地震後（平成２３年３月１３日）

〈地震の状況〉 〈人的被害状況〉



③

○「海岸保全施設」、「まちづくり」、「ソフト対策」を組み合わせた複合

対策を図ります。

○防潮堤、三陸縦貫自動車道、国道 45 号、国道 340 号、国道 343 号、

主要地方道大船渡・広田・陸前高田線、一般県道陸前高田停車場線、鉄

道などの骨格となる社会資本整備とまちづくりとの連動による総合的に

災害に強いまちの再構築を図ります。

○高田松原地域については、防潮堤、海岸防災林の整備促進を図るとと

もに、背後地は国営等による防災メモリアル公園の設置を促進し、海と

緑が織りなす松林を再生します。

○市街地については、複数の南北方向の避難道路と東西方向の避難道路

（アップルロードの延伸）の整備を促進します。

○海岸地域の低地部は、東日本大震災による津波の浸水区域や防潮堤等

の整備を考慮し、移転促進区域の設定を基本に非居住区域とするととも

に、住居地域の高台への移転等を計画します。

　防潮堤等の海岸保全施

設や幹線道路、避難道路

の整備を促進するととも

に、防災計画の再整備、

救援・救護体制の整備な

ど、防災体制の再整備に

よる「津波防災」と「減災」

を組み合わせた多重防災

型の災害に強い安全なま

ちづくりを進めます。

○高田地区を中心とする新しい市街地は、東日本大震災の津波による浸

水を免れるよう高さを確保し、低地部のかさ上げ等を行ったうえで、公共・

公益施設、商業ゾーン、住宅街を配置、再開発します。

○今泉地区は、東日本大震災の津波による浸水を免れるよう高さを確保

し、低地部のかさ上げ、また西側丘陵部の開発により、歴史的な建物等

の復元に配慮しながら歴史を受け継ぐ新しいまちを再生します。

○下矢作地区、竹駒地区は、地元意向に対応した現位置での住宅再建を

促進するとともに、長部地区、米崎地区、小友地区、広田地区は、漁家

の生産活動等に配慮しながら、高台移転等を計画します。

○学校、病院、消防署、文化施設、市役所等の公共施設は、施設の利便

性や災害時における避難、機能の保全等を考慮し、高台や新市街地への

配置を検討します。

○公共交通環境については、道の駅、JR 駅、バスターミナル、学校、病

院、商業施設等への利便性や快適性に配慮し、市域内の新しい交通環境

や広域ネットワークの構築を図ります。

○高台等の住宅開発地域は、文化財、地形や自然景観に配慮するとともに、

エコタウンとして開発します。

○海岸地域の低地部は、防災性や安全性、景観等に配慮し、産業用地、公園、

緑地帯等の利用を基本に、公有地化を促進します。

　防潮堤等の海岸保全施

設や幹線道路、避難道路

の整備を促進し、防災性

や利便性を考慮した土地

利用の創出、災害時のみ

ならず市民生活や経済活

動にとっても快適で魅力

ある都市空間、都市機能

を創出するまちづくりを

進めます。

○高台に集積する公共施設（県立高校、県立病院等）は、緑に囲まれた「健

康と教育の森ゾーン」として整備促進を図ります。

○市民生活や地域に密着した民間医療施設、郵便局、金融機関、商業店

舗などが配置されるよう再建を支援します。

○野球場等のスポーツ公園を整備し、合宿等市内外からの通年利用を促

進します。

○県立野外活動センターは、広田半島地区への移転を検討します。

　公営住宅、学校、病院

等の医療施設、スポーツ

施設、文化施設等の公共

施設の再建をはじめ、教

育、保健、医療、介護・

福祉サービス、市民サー

ビスの回復など、安定し

た市民の暮らしを再興し

ます。

復興のまちづくりの基本方向と重点目標復興のまちづくりの基本方向と重点目標
１　災害に強い安全なまち

〈 基 本 方 向 〉 〈 重 点 目 標 〉

２　快適で魅力のあるまち

〈 基 本 方 向 〉 〈 重 点 目 標 〉

３　市民の暮らしが安定したまち

〈 基 本 方 向 〉 〈 重 点 目 標 〉



２０１２年（平成２４年）　２月１日号　④

復興のまちづくりの基本方向と重点目標復興のまちづくりの基本方向と重点目標

陸前高田市震災復興計画《概要版》陸前高田市震災復興計画《概要版》

○市街地内を通る新たな幹線道路の整備促進を図るとともに、商業ゾー

ンを形成し、都市内交通や新しい市街地のメインストリートとして魅力

や賑わいを創出します。

○新しい市街地に商・工業ゾーンの形成を図るとともに、醸造業等の地

場産業の基盤整備を支援します。

○市内中小企業の資金繰り支援や投資規模等による事業用施設・設備整

備の支援を促進します。

○長部漁港、脇ノ沢漁港、広田漁港、六ケ浦漁港は、水産業拠点地域と

して漁港施設、水産加工団地等の基盤整備や産直施設等の整備を促進し

ます。

○農地の除塩対策や農業施設、園芸研究室等の早期復旧、農業生産の効

率化を目指し農地の集約化等を図るとともに、太陽光などの再生可能エ

ネルギーを活用した新たな施設園芸団地の整備に取り組み、大規模化を

促進します。

○小友浦干拓地域を干潟に再生し、オートキャンプ場モビリアと連携し

た体験型観光拠点に再生するとともに、干拓堤防背後地は、多目的な利

活用を検討します。

　農業や水産業の基幹産

業、水産加工や醸造等の

地場産業、宿泊施設や道

の駅等の観光産業、商業

など、雇用の場の確保や

産業基盤の早期復興とと

もに、食関連産業等の新

規企業立地や集積を推進

します。

○エコタウン鳴石団地のような太陽光を利用した環境共生型団地の整備

を促進するとともに、再生可能エネルギーの活用による災害時での自立

的なエネルギー供給可能体制を構築します。

○太陽光などの再生可能エネルギーを活用した産業立地の促進や新交通

への導入を検討するとともに、公共施設や一般家庭への普及など、環境

にやさしいまちづくりの取組みを進めます。

　太陽光など、大規模災

害における活用や地球環

境にやさしいエネルギー

の活用を推進しながら、

環境未来都市の創造に取

り組みます。

○行政区ごとの高台移転等を基本に、地域コミュニティの再生や地域づ

くりの促進を図ります。

○地区コミュニティ施設は、避難所としての役割を果たす防災資材倉庫

や健康センター、診療施設等を考慮し、再整備を促進します。

○地域の祭りを復興するため、「けんか七夕」・「動く七夕」ロード、まつ

り広場の整備を図ります。

　地域のコミュニティを

再生し、市民・事業者・

市の役割分担のもと、地

域の特性やコミュニティ

活動を生かした協働のま

ちづくりを推進します。

４　活力あふれるまち

〈 基 本 方 向 〉 〈 重 点 目 標 〉

５　環境にやさしいまち

〈 基 本 方 向 〉 〈 重 点 目 標 〉

６　協働で築くまち

〈 基 本 方 向 〉 〈 重 点 目 標 〉



４３

２１

⑤

＜整備方針＞

　被災した市街地は、低地部が津波の浸水を免れ

るように高さを確保することを基本に、山側にシ

フトした新しいコンパクトな市街地の形成を図り

ます。また、被災した海岸地域等の低地部は、本

市の基幹的産業と連携した新産業ゾーン、公園、

農用地等の活用を図ります。

　防災道路網は、広域幹線道路と連動した整備を

促進するとともに、特に、新しい市街地内を通る

幹線道路は、都市内交通のメインストリートとし

て整備促進を図ります。

＜整備方針＞

　本市のシンボルでもある高田松原公園を再生す

るとともに、今回の大震災の多くの犠牲者を追悼、

鎮魂する公園として、大震災の経験や教訓を後世

に語り継ぎ、そしてまたより安全で暮らしやすい

まちを創り上げ、「防災文化」として醸成し継承

していくため、市街地を防御する機能を兼ね備え

たメモリアル施設を有する高田松原地区・防災メ

モリアル公園ゾーンの整備を進めます。

＜整備方針＞

　今泉地区は、藩政時代に気仙地方の郡政の中心

地として栄えたところであり、これまで培われ、

築き上げられてきた歴史・文化を受け継ぎ、後世

に継承するべく、大肝入屋敷（大庄屋）や街道の

復元など、地域特性や景観に配慮したまちづくり

を進めます。

＜整備方針＞

　市民の生涯教育や健康づくりを促進するため、

保健医療福祉総合エリアの創設、県立高等学校、

（仮称）市民総合体育館を集積するなど、「健康と

教育の森ゾーン」の整備を進めます。

　新市街地と産業地域、防災道路網の形成

復 興 の 重 点 計 画 の 推 進復 興 の 重 点 計 画 の 推 進

高田松原地区・防災メモリアル公園ゾーンの形成

今泉地区・歴史文化を受け継ぐまちの再生 氷上山麓地区・健康と教育の森ゾーンの形成



２０１２年（平成２４年）　２月１日号　⑥

８７

６５

復 興 の 重 点 計 画 の 推 進復 興 の 重 点 計 画 の 推 進

陸前高田市震災復興計画《概要版》陸前高田市震災復興計画《概要版》

＜整備方針＞

　太陽光等の自然エネルギーを積極的に活用し、

環境にやさしいまちづくりを進めるとともに蓄電

技術等の導入を進めることにより、災害発生時に

おいても自立的なエネルギー供給を可能とするま

ちづくりを目指します。そのため、海岸地域の低

地部等を有効活用し、太陽光発電所等の再生可能

エネルギー関連企業の誘致を図ります。

＜整備方針＞

　農業の生産や供給力の再生を図るため、県や民

間企業等との連携を図りながら、県農業研究セン

ター南部園芸研究室や市営農指導センターといっ

た園芸振興拠点施設が立地する浜田川地区を食農

産業モデル地域として設定し、太陽光型植物工場

の誘致や生産開発型の大規模施設園芸団地の形成

を図り、雇用と産業の活性化を図ります。

＜整備方針＞

　小友浦干拓地域を干潟に再生し、オートキャン

プ場モビリアや市民の森と連携した体験型・滞在

型観光拠点に活用するとともに、関係機関と連携

した新たな交流拠点の整備を推進します。

＜整備方針＞

　広田半島地域の自然特性などを踏まえ、海洋型

の野外活動センターの整備促進を図るとともに、

防災拠点機能等を併せ備えた施設の整備など、海

洋型スポーツ・レクリエーション拠点の形成を図

ります。

高田沖地区・太陽光発電所誘致等の推進 浜田川地区・大規模施設園芸団地の形成

小友浦地区・干拓地の干潟再生 広田半島地区・海洋型スポーツ・レクリエーション拠点の形成



⑦

10９

11

＜整備方針＞

　長部漁港水産加工団地の復旧を図るとともに、

広田、長部、脇之沢漁港背後地を活用した水産関

連業務団地の形成を図ります。

＜整備方針＞

　津波の浸水区域を後世に伝えるため、高田松原・

防災メモリアル公園ゾーンを緑の核として、四季

を通じて本市の風土や個性を演出する美しいまち

が形成されるよう浸水区界や住宅等移転跡地の公

有地化を図るとともに、緑の帯でつなぎ、囲むメ

モリアルグリーンベルトの創出を図ります。

（１）下矢作地区

・海岸保全施設や河口水門等の整備に応じて、住民意向に対応した高台移転や現位置での住宅再建を促進

します。

・国道３４３号の廻館橋以西の津波浸水区間については、一部かさ上げ整備を促進します。

・市道今泉下矢作線や避難路としての林道山谷線の改良整備を検討します。

・気仙川河川堤防等の改修整備を促進します。

（２）竹駒地区

・海岸保全施設や河口水門等の整備に応じて、住民意向に対応した高台移転や現位置での住宅再建を促進

します。

・国道３４０号の相川から廻館橋間の拡幅等改良整備の促進を図ります。

・後方支援、避難道路として市道相川新田線の整備促進を図ります。

・竹駒保育園や消防屯所の移転を促進します。

・気仙川河川堤防の水門整備を促進します。

（３）今泉地区

・海岸保全施設や河口水門等の整備に応じて、住民意向に対応した高台移転等を促進するとともに、低地

部が津波の浸水を免れるように高さを確保することを基本に区画整理による住宅街、商業ゾーン等コン

パクトな市街地の形成を図りながら、歴史文化が薫る新しいまちなみの再生を図ります。

・気仙川下流域の低地部は、農地、公園等の利用を図ります。

・三陸縦貫自動車道の避難用出入口の整備促進を図るとともに、アクセス路の整備や西側丘陵部への避難

道路を整備します。

・市街地を縦断する幹線道路の整備及び（仮称）今泉大橋の新設など、都市内交通のインフラ整備を促進

するとともに、姉歯橋や気仙大橋の復旧を促進します。

・学校、コミュニティセンター、保育所、消防屯所等の公共施設は、高台に配置します。

・災害公営住宅等集合住宅の整備を検討します。

・内水対策として地区内の排水路や雨水ポンプ場を整備します。

・小学校・中学校の適正規模化計画を検討します。

漁港背後地等を活用した水産関連業務団地の形成 緑の帯でつなぐメモリアルグリーンベルトの創出

地区コミュニティ別居住地域の再生

（下矢作、竹駒、今泉、長部、高田、米崎、小友、広田、生出、矢作、横田）
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（４）長部地区

・海岸保全施設や河口水門等の整備に応じて、住民意向に対応した高台移転等を促進するとともに、漁家

の生産活動等に配慮しながら、集落の再生を図ります。

・三陸縦貫自動車道のインターチェンジ整備を促進するとともに、インターチェンジと長部漁港を結ぶ県

道整備を促進します。

・国道４５号の津波浸水区間をかさ上げし、以西への浸水防止を図るとともに、海岸からの避難道路の整

備を促進します。

・小学校の適正規模化計画を検討します。

・高台移転にあわせた集合住宅の整備を検討します。

・消防屯所は、高台への移転整備を検討します。

（５）高田地区

・海岸保全施設や河口水門等の整備に応じて、住民意向に対応した高台移転等を促進するとともに、低地

部が津波の浸水を免れるように高さを確保することを基本に、区画整理による住宅街の形成や公営住宅

の整備を促進します。

・市街地を通る新たな幹線道路の整備促進を図るとともに、道の駅等を中心とした商業ゾーン等の整備を

促進し、コンパクトな新しい市街地の形成を図ります。

・道の駅、スポーツ施設は、都市公園として一体的整備を図ります。

・「動く七夕」ロードの整備や市日の復活を検討します。

・歩行者、自動車等による高台への円滑な避難を誘導するため、南北方向に複数の避難道路の整備や待避

所となる防災公園の整備を促進します。

・海岸地域等の低地部は、産業用地、公園、緑地帯等の利用を図ります。

・消防署、県立病院、県立高校、（仮称）市民総合体育館、多目的集会施設、保育所等は、高台への整備

を促進するとともに、（仮称）市民文化会館や市役所、消防屯所の整備については、高台への配置を含め

て検討します。

（６）米崎地区

・海岸保全施設等の整備に応じて、住民意向に対応した高台移転等を促進するとともに、漁家の生産活動

等に配慮しながら、集落の再生を図ります。

・主要地方道大船渡・広田・陸前高田線の延伸整備を促進するとともに、米ケ崎や海岸からの避難道路の

整備を促進します。

・中学校の適正規模化計画を検討します。

・災害公営住宅等集合住宅の整備を検討します。

・消防屯所は、高台への移転整備を検討します。

（７）小友地区

・海岸保全施設等の整備に応じて、住民意向に対応した高台移転等を促進するとともに、漁家の生産活動

等に配慮しながら、集落の再生を図ります。

・主要地方道大船渡・広田・陸前高田線の浸水区間の改良整備や避難道路として市道長洞只出線の整備を

促進します。

・中学校の適正規模化計画を検討します。

・災害公営住宅等集合住宅の整備を検討します。

・消防屯所は、高台に移転整備します。

（８）広田地区

・海岸保全施設等の整備に応じて、住民意向に対応した高台移転等を促進するとともに、漁家の生産活動

等に配慮しながら、集落の再生を図ります。

・主要地方道大船渡・広田・陸前高田線の付替え整備や海岸からの避難道路の整備を促進します。

・コミュニティセンター、広田診療所、広田保育園、消防屯所等の公共・公益施設は、高台への移転整備

を図るとともに、あわせて健康センターや介護施設の整備を検討します。

・中学校の整備は、適正規模化計画にあわせて検討します。

・高台移転にあわせた集合住宅の整備を検討します。

（９）津波浸水地区以外（生出地区、矢作地区、横田地区）

・住民意向に応じた移転候補地として検討します。

・コミュニティセンターは、災害に備えた備蓄や通信機能を整備するなど地域の防災拠点として機能を充

実するとともに、津波災害時の後方支援基地としての形成を図ります。

・産業立地の促進を図るとともに、公共施設の配置を検討します。

復 興 の 重 点 計 画 の 推 進復 興 の 重 点 計 画 の 推 進



⑨
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高田・今泉地区
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【問い合わせ先】陸前高田市復興対策局
　　　　　　　 〒０２９－２２９２　陸前高田市高田町字鳴石４２－５
　　　　　　　 TEL　０１９２－５４－２１１１（内線３２１）　　FAX　０１９２－５４－３８８８
　　　　　　　 E-MAIL　hukko@city.rikuzentakata.iwate.jp　　

私たちは、復興のシンボルとなった

「奇跡の一本松」に名勝「高田松原」

復元の希望を託すとともに、気仙型

住宅の街並みの形成や安全で環境と

共生する新しい減災のまちづくりに

取り組み、だれもが住んでみたいと

思う「世界に誇れる美しいま
ち」を創ります。

私たちは、地域の絆を取り戻し、継

承し、生涯にわたっていきいきと、

だれもが心豊かに安心して暮らす

ことができるよう「ひとを育て、
命と絆を守るまち」を創ります。

私たちは、地域の活力を取り戻すと

ともに、だれもが意欲をもって働き、

安定した生活ができるよう「活力
あふれるまち」を創ります。

復興のまちづくりの目標

人口規模の設定　２万５千人台

６つの復興のまちづくりの基本方向により、まちづくりを進めます。

災害に強い

安全なまち

快適で

魅力のあるまち

市民の暮らしが

安定したまち

活力

あふれるまち

環境に

やさしいまち
協働で築くまち

復 興 の め ざ す ま ち の 姿復 興 の め ざ す ま ち の 姿

海と緑と太陽との共生・海浜新都市の創造

世界に誇れる
美しい

まちの創造

ひとを育て
命と絆を

守る
まちの創造

活　力
あふれる

まちの創造

３つの基本理念
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今
年
成
人
を
迎
え
た
の
は
、
平

成
三
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
四
年

四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
男
性

百
三
十
二
人
、
女
性
百
三
十
五
人

の
合
計
二
百
六
十
七
人
（
昨
年
比

二
十
七
人
増
）。
こ
の
う
ち
、
式

に
は
二
百
三
十
二
人
が
出
席
し
ま

し
た
。

　

式
の
冒
頭
で
は
、
震
災
で
亡
く

な
ら
れ
た
方
々
や
同
級
生
六
人
の

尊
い
命
を
悼
み
、
黙
と
う
を
捧
げ

ま
し
た
。

　

戸
羽
太
市
長
は
「
皆
さ
ん
は
、

将
来
の
陸
前
高
田
を
担
う
貴
重
な

人
材
で
す
。
復
興
に
向
け
持
て
る

力
を
十
分
に
発
揮
し
て
い
た
だ
き

た
い
」
と
激
励
。
こ
れ
に
対
し
、

新
成
人
を
代
表
し
て
高
田
町
の
菅

野
貴
大
さ
ん
と
気
仙
町
の
熊
谷
恵

さ
ん
が
「
成
人
の
誓
い
」
を
行
い

ま
し
た
。

　

式
の
結
び
で
は
、
高
田
高
校
吹

　

平
成
二
十
四
年
成
人
式
が
、
一
月
八
日
に
第
一
中
学
校
体
育
館
で
開
催

さ
れ
、
艶
や
か
な
振
り
袖
や
羽
織
は
か
ま
、
ス
ー
ツ
に
身
を
包
ん
だ
新
成

人
二
百
三
十
二
人
が
出
席
。
友
人
と
の
久
々
の
再
会
を
喜
ぶ
な
ど
、
お
互

い
に
人
生
の
門
出
を
祝
い
ま
し
た
。

奏
楽
部
の
演
奏
に
よ
る
市
民
歌
の

斉
唱
と
、
人
生
の
節
目
を
祝
し
て

万
歳
三
唱
が
行
わ
れ
、
和
や
か
な

雰
囲
気
で
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。

　

終
了
後
に
は
、
成
人
式
実
行
委

員
会
主
催
に
よ
る
「
新
成
人
新
春

ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム
大
会
」
や
、
出
身

中
学
校
別
の
記
念
撮
影
が
行
わ

れ
、
久
々
の
再
会
に
笑
顔
を
見
せ

て
い
ま
し
た
。

黙とうを捧げる出席者

苦
難
を
乗
り
越
え
て
…

（
回
答
者
二
一
六
人
）

ア
ン
ケ
ー
ト

新
成
人

ア
ン
ケ
ー
ト

陸
前
高
田
市
を
ど
う
思
い

ま
す
か
？

二
十
歳
に
な
っ
て
、
特
に

意
識
す
る
こ
と
は
？

成
人
式

万
感
の
思
い
で
迎
え
た

万
感
の
思
い
で
迎
え
た

万
感
の
思
い
で
迎
え
た
成
人
式
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　復興に向けて多

忙なところ、成人

式を開催していた

だきありがとうご

ざいます。

　震災で途方に暮

れていた中で、自

衛隊などの支援や

物資・義援金など、

多くの励ましをい

ただきました。世

界が陸前高田の復

興に注目している中、津波で犠牲になられ

た方々、志半ばで亡くなった同級生のため、

市の復興の一助となるようたくましく生き

ていきます。

　　　　　　　　　　　　地元に残りたい

　　　　　　　　　　　という思いで、高

　　　　　　　　　　　校を卒業後に就職

　　　　　　　　　　　しました。初めは

　　　　　　　　　　　仕事を覚えるだけ

　　　　　　　　　　　で精一杯でしたが、

　　　　　　　　　　　先 輩 の お か げ で

　　　　　　　　　　　徐々に仕事にも慣

　　　　　　　　　　　れ、仕事の大変さ

　　　　　　　　　　　を実感しました。

　　　　　　　　　　　自然が豊かで人情

　　　　　　　　　　　がある陸前高田が

好きという気持ちは震災後も変わっていま

せん。

　新成人の無限のパワーで復興に貢献でき

るよう、努力していきます。

①市内の福祉施設で介護の仕事

をしています。②何とも言えま

せん。言葉が出てきません。③

特に気持ちは変わりませんが、

責任感を求められるようになっ

たと思います。④幸せな家庭を

築き、家族を養えるような立派

な大人になりたい。⑤利用でき

る土地が少なくなったものの、

商店街だけではなく自然が豊か

なまちになってほしい。

①北上市で会社員として働いて

います。②夢みたいで、未だに

現実感がありません。つながっ

ている人のありがたみ、大切さ

を感じました。③実感はありま

せんが、19 歳と 20 歳では責任

の重さが違うと思います。④周

りから見ても恥じない大人にな

りたい。⑤高台移転など、誰も

が二度と悲しむことのないよう

なまちにしてほしい。

①市内で食品加工業に勤務して

います。②未だに夢のようで信

じられません。③自分もついに

大人の仲間入りをしたんだなと

思いました。④何事にも最後ま

で責任感をもって、途中で投げ

出すことのないようにしたい。

⑤以前よりも活気があって、温

かみのあるみんなが笑って暮ら

せるまちになってほしい。

①大学の教育学部で学んでいま

す。②自分たちが陸前高田を復

興させなければと思いました。

③ 20 歳の誕生日には、あまり実

感がありませんでしたが、成人

式を迎え自覚を持たなければな

らないと思いました。④地元の

ことを常に考えながら仕事をす

る大人になりたいです。⑤高田

高校を早く市内に再建してほし

い。教育機関の充実を望みます。

成
人
の
誓
い

菅　野　貴　大さん

( 高田町 )

熊　谷　　　恵さん

( 気仙町 )

【質問事項】
①今の職業などを教えてください。②震災を体験してどのような心
境ですか。③成人したという実感を教えてください。④どのような
大人になりたいですか。⑤復興後のまちの理想像を教えてください。

新 成 人 の

本音に迫る

小林　瞬さん

( 矢作町 )

畠山純一さん

( 矢作町 )

佐々木未来さん

( 米崎町 )

菅野郁恵さん

( 高田町 )

今
の
あ
な
た
の
個
人
的
な

課
題
は
何
で
す
か
？

市
が
今
後
取
り
組
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
？

陸
前
高
田
市
に
住
み
た
い

で
す
か
？
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項　　目

【歳入】 ( 単位：万円 )

【歳出】 ( 単位：万円 )

国 　 保 　 税

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

療養給付費交付金

前期高齢者交付金

共同事業交付金

繰 　 入 　 金

そ 　 の 　 他

歳　入　計

５８，５５６

７８，５０８

１２，９８７

１５，４４８

６８，３２３

３１，５８１

１６，８３４

２１，２４３

３０３，４８０

６３，９１８

８６，０９７

１３，０６６

１４，７５７

７０，２４０

３３，１０７

１４，６３９

１８，４９５

３１４，３１９

－８.４％

－８.８％

－０.６％

４.７％

－２.７％

－４.６％

１５.０％

１４.９％

－３.４％

平成２２年度 平成２１年度 前年度比

項　　目

保 険 給 付 費

後期高齢者支援金など

老人保健拠出金

介 護 納 付 金

共同事業拠出金

保 健 事 業 費

そ 　 の 　 他

歳　出　計

１９９，１４２

３２，１５３

７０

１４，８６６

３４，６８４

２，６９２

７，８７１

２９１，４７８

１９９，５３７

３６，５５１

９５４

１４，１１９

３５，４３４

２，７４６

５，１５３

２９４，４９４

－０.２％

－１２.０％

－９２.７％

５.３％

－２.１％

－２.０％

５２.７％

－１.０％

平成２２年度 平成２１年度 前年度比

　

昨
年
度
の
国
保
事
業
運
営
は
、

国
保
税
や
国
県
支
出
金
が
減
と
な

っ
た
も
の
の
、
医
療
給
付
費
や
後

期
高
齢
者
支
援
金
な
ど
も
減
と
な

っ
た
こ
と
か
ら
、
約
一
億
二
千
万

円
の
繰
越
金
が
生
じ
る
な
ど
、
安

定
し
た
財
政
運
営
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

歳
入
の
う
ち
、
国
保
税
は

五
億
八
千
五
百
五
十
六
万
円
で
前

年
度
比
八
・
四
㌫
の
減
、
国
庫
支

出
金
が
七
億
八
千
五
百
八
万
円
で

前
年
度
比
八
・
八
㌫
の
減
と
な
っ

た
こ
と
な
ど
か
ら
、
歳
入
総
額
は

三
十
億
三
千
四
百
八
十
万
円
で
前

年
度
比
三
・
四
㌫
の
減
と
な
り
ま

し
た
。

　

ま
た
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入

金
は
一
億
六
千
八
百
三
十
四
万
円

で
前
年
度
比
五
・
五
㌫
の
増
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　

歳
出
は
、
保
険
給
付
費
が

十
九
億
九
千
百
四
十
二
万
円
で
前

年
度
比
〇
・
二
㌫
と
若
干
の
減
と

な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
一
人
当
た
り
医
療
費

は
、

前

年

度

と

比

較

し

て

七

千

三

百

九

円

増

加

し
、

二
十
五
万
四
千
四
百
二
十
九
円
と

年
々
増
え
続
け
て
い
ま
す
。

　

ま

た
、

介

護

納

付

金

が

第

二

号

被

保

険

者

一

人

当

た

り

負

担

額

の

増

に

よ

り
、

一
億
四
千
八
百
六
十
六
万
円
と

前
年
度
比
五
・
三
㌫
増
加
し
ま

し
た
が
、
後
期
高
齢
者
支
援
金

な
ど
が
大
幅
に
減
と
な
っ
た
こ

と
な
ど
か
ら
、
歳
出
総
額
は

二
十
九
億
千
四
百
七
十
八
万
円
で

前
年
度
比
一
・
〇
㌫
の
減
と
な
り

ま
し
た
。

　
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
病
気

や
け
が
を
し
た
と
き
に
、
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
た
め
の
助
け
合

い
の
制
度
で
す
。
昨
年
度
の
国
民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の

決
算
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

歳入・歳出とも、平成２２年度におい
ては、東日本大震災の影響により、財
務会計数値を利用しています。

国
民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
決
算
状
況

平
成
二
十
二
年
度

国
民
健
康
保
険
事
業
に
つ
い
て

歳 

入

歳 
出

　歳　入

歳入合計　３０億３，４８０万円

　歳　出

歳出合計　２９億１，４７８万円



⑮

項　　目

【歳出】 ( 単位：万円 ) 【歳入】 ( 単位：万円 )

総　　務　　費

広域連合納付金

歳　出　計

３８１

２１，２７９

２１，６６０

５８９

２０，６９６

２１，２８５

－３５.３％

２.８％

１.８％

平成２２年度 平成２１年度 前年度比 項　　目

保　　険　　料

使用料・手数料

繰　　入　　金

諸　　収　　入

国 庫 支 出 金

繰　　越　　金

歳　入　計

１４，６４４

５

６，９６７

４４

０

０

２１，８７１

１４，１５２

１９

６，７０３

２０７

２０２

２

２１，２８５

３.５％

－７３.７％

３.９％

－７８.７％

－１００.０％

－１００.０％

１.８％

平成２２年度 平成２１年度 前年度比

　

昨
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
事
業
は
、
被
保
険
者
数
の
増
加

な
ど
に
よ
り
医
療
費
が
増
加
。
広

域
連
合
負
担
金
も
増
加
し
ま
し
た

が
、
一
般
会
計
繰
入
金
に
よ
り
歳

入
歳
出
の
調
整
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
広
域
連
合
が
支
払
っ
た

本
市
分
の
医
療
給
付
費
（
※
１
）

も
昨
年
度
に
比
べ
増
加
傾
向
に
あ

り
ま
す
。

　

歳
入
は
、
被
保
険
者
数
の
増
加

に
よ
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
が
一
億
四
千
六
百
四
十
四
万

円
で
、
前
年
度
比
三
・
五
㌫
増
加

し
た
こ
と
か
ら
、
歳
入
総
額
は

二
億
千
六
百
六
十
万
円
で
前
年
度

比
一
・
八
㌫
の
増
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入

金
は
六
千
九
百
六
十
七
万
円
で
、

前
年
度
比
三
・
九
㌫
の
増
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

歳
出
は
、
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
納
付
金
（
※
２
）

が
二
億
千
二
百
七
十
九
万
円

で
、
前
年
度
比
二
・
八
㌫
増
加

し
た
こ
と
か
ら
、
歳
出
総
額
は

二
億
千
六
百
六
十
万
円
で
、
前
年

度
比
一
・
八
㌫
の
増
と
な
り
ま
し

た
。

▽
一
人
あ
た
り
医
療
給
付
費
が
微

増
　

昨
年
度
に
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
が
支
払
っ
た
本
市
分
の

医
療
給
付
費
の
二
月
ま
で
の
総
額

は
二
十
四
億
二
千
五
百
八
十
三
万

円
と
な
り
、
一
人
あ
た
り
に
換
算

す
る
と
年
間
五
十
三
万
円
に
な
り

ま
し
た
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
始
ま

っ
た
平
成
二
十
年
度
か
ら
微
増
傾

向
に
あ
り
ま
す
。

▽
保
険
料
は
納
期
内
納
入
を

　

保
険
料
は
、
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
の
医
療
費
に
充
て
ら
れ

る
貴
重
な
財
源
で
す
。

　

今
年
度
の
保
険
料
は
、
震
災
の

関
係
か
ら
す
べ
て
納
付
書
に
よ
る

納
付
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

年
金
か
ら
の
引
き
去
り
が
始
ま

る
ま
で
の
間
、
口
座
引
き
落
と
し

を
希
望
す
る
人
は
、
金
融
機
関
窓

口
で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

十
分
な
給
付
が
受
け
ら
れ
る
よ

う
、
保
険
料
は
納
期
内
に
納
め
ま

し
ょ
う
。

　

詳
し
く
は
、
健
康
推
進
課
国
保

係
（
内
線
１
４
０
・
１
４
１
）
ま

で
。

【
用
語
説
明
】

※
１　

医
療
給
付
費
と
は
、
療

養
給
付
費(

医
療
費
総
額
か
ら

患
者
一
部
負
担
金
を
引
い
た
保

険
者
負
担
分)

、
療
養
費
お
よ

び
高
額
療
養
費
の
合
計
で
す
。

※
２　

広
域
連
合
納
付
金
と

は
、
岩
手
県
後
期
高
齢
者
広
域

連
合
に
納
付
す
る
保
険
料
納
付

金
お
よ
び
保
険
料
軽
減
分
を
補

て
ん
す
る
保
険
基
盤
安
定
納
付

金
で
す
。

 

お
済
み
で
す
か
？

医
療
費
一
部
負
担
金
等
還
付

　

医
療
費
の
一
部
負
担
金

等
免
除
対
象
者
で
、
平
成

二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
後
、

医
療
機
関
な
ど
で
一
部
負
担

金
な
ど
（
窓
口
負
担
）
を
す

で
に
支
払
い
し
た
人
の
還
付

申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

還
付
対
象
と
な
る
の
は
、

医
療
機
関
な
ど
で
支
払
っ
た

額
の
う
ち
、
保
険
診
療
の
一

部
負
担
金
並
び
に
入
院
時
食

事
療
養
費
お
よ
び
入
院
時
生

活
療
養
費
に
か
か
る
標
準
負

担
額
と
な
り
ま
す
。

　

国
保
の
場
合
、
還
付
は
世

帯
主
名
義
の
口
座
へ
の
支
払

い
と
な
り
ま
す
。
世
帯
主
以

外
の
人
へ
の
還
付
は
で
き
ま

せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
場
合

は
、
ど
な
た
の
口
座
も
支
払

い
で
き
ま
す
が
、
本
人
以
外

は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

※
申
請
に
必
要
な
も
の
は
、

免
除
証
明
書
、
領
収
書
、
被

保
険
者
証
、
預
金
通
帳
、
印

鑑
で
す
。

　

詳

し

く

は
、

健

康

推

進

課

国

保

係
（

内

線

１
４
０
・
１
４
１
）
ま
で
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
事
業
に
つ
い

歳 

入

歳 

出



２０１２年（平成２４年）　２月１日号　⑯

被災者支援　

死亡または行方不明    

居住している住宅などが半壊以上

被災時の世帯主

※日本赤十字社などからの義援金の交付を受けた人

居住している住宅が全壊または全焼

居住している住宅が半壊または半焼

入所している社会福祉施設などが全壊または全焼

り 災 事 実

交付対象者

交 付 金 額

り 災 事 実

交付対象者

交 付 金 額

被災当時、市内に住所を有し、災害により死亡した人のご遺族および行方不明となっ

た人のご家族です。

※日本赤十字社などからの義援金の交付を受けた人    

１人あたり４万３千円  

①１戸あたり４万３千円 

②１戸あたり１万円 ( 追加交付 )    

①１戸あたり２万６千円

②１戸あたり１万円 ( 追加交付 )    

①１人あたり３万円    

②１戸あたり１万円 ( 追加交付 )  

死亡または行方不明    

居住している住宅などが半壊以上

被災時の世帯主

※日本赤十字社などからの義援金の交付を受けた人

居住している住宅が全壊または全焼

居住している住宅が半壊または半焼

入所している社会福祉施設などが全壊または全焼

り 災 事 実

交付対象者

交 付 金 額

り 災 事 実

交付対象者

交 付 金 額

被災当時、市内に住所を有し、災害により死亡した人のご遺族および行方不明となっ

た人のご家族です。

※日本赤十字社などからの義援金の交付を受けた人    

１人あたり４万３千円  

①１戸あたり４万３千円 

②１戸あたり１万円 ( 追加交付 )    

①１戸あたり２万６千円

②１戸あたり１万円 ( 追加交付 )    

①１人あたり３万円    

②１戸あたり１万円 ( 追加交付 )  

　全国各地から本市に寄せられた義援金は、次のとおり交付します。交付申請が必要な場合もあります

ので、交付対象となっている人は必ず手続きを行ってください。

義援金の種類および交付金額など

▽死亡または行方不明者見舞金

※すでに日本赤十字社などからの義援金の交付を受けた人には、昨年 12 月 27 日付けで指定口座に振り

込んでいます。

▽住家損壊等見舞金

※１．すでに日本赤十字社などからの義援金の交付を受けた人には、表中①の金額を昨年 12 月 27 日付

けで指定口座に振り込んでいます。

※２．表中②は、冬期暖房代の一助としていただくため、２月中旬を目途に対象者の指定口座に振り込

む予定です。なお、新たな申請手続きは不要です。

全国からのたくさんの義援金が寄せられています

災害義援金交付のお知らせ災害義援金交付のお知らせ



⑰

被災者支援　

　【問い合わせ先】被災者支援室 ( 内線３８０、３８１)

親が死亡または行方不明

居住していた住宅が半壊または全壊

在宅避難世帯の被災時の世帯主

※日本赤十字社などからの義援金 ( 住家損壊等見舞金 ) の交付を受けた世帯のうち、

被災時から昨年１２月３１日までの間、誰も応急仮設住宅 ( みなし仮設住宅含む ) に

入居していない世帯（世帯全員が社会福祉施設に入所している場合を除く）。

　なお、「みなし仮設住宅」とは、都道府県による民間賃貸住宅借り上げおよび雇用促

進住宅などで、家賃などの一定期間免除や日本赤十字社からの家電製品の提供などの

仮設住宅と同様の公的な支援を受けている住宅です。

１世帯あたり５万円

り 災 事 実

交付対象者

交付金額など

り 災 事 実

交付対象者

交付金額など

被災当時、親が市内に住所を有しており、今回の震災により遺児または孤児となった

児童 ( 被災当時の年齢が１８歳未満の者および被災後に出生した者 )。

震災孤児１人あたり７５万円

震災遺児１人あたり５０万円

農業被害、漁業被害、事業所被害

大船渡市農業協同組合、広田湾漁業協同組合、陸前高田商工会

り 災 事 実

交付対象者

交 付 金 額

大船渡市農業協同組合

広田湾漁業協同組合

陸前高田商工会

市内の正組合員１人あたり６千円    

正組合員１人あたり２万円    

正会員１人あたり２万円  

親が死亡または行方不明

居住していた住宅が半壊または全壊

在宅避難世帯の被災時の世帯主

※日本赤十字社などからの義援金 ( 住家損壊等見舞金 ) の交付を受けた世帯のうち、

被災時から昨年１２月３１日までの間、誰も応急仮設住宅 ( みなし仮設住宅含む ) に

入居していない世帯（世帯全員が社会福祉施設に入所している場合を除く）。

　なお、「みなし仮設住宅」とは、都道府県による民間賃貸住宅借り上げおよび雇用促

進住宅などで、家賃などの一定期間免除や日本赤十字社からの家電製品の提供などの

仮設住宅と同様の公的な支援を受けている住宅です。

１世帯あたり５万円

り 災 事 実

交付対象者

交付金額など

り 災 事 実

交付対象者

交付金額など

被災当時、親が市内に住所を有しており、今回の震災により遺児または孤児となった

児童 ( 被災当時の年齢が１８歳未満の者および被災後に出生した者 )。

震災孤児１人あたり７５万円

震災遺児１人あたり５０万円

農業被害、漁業被害、事業所被害

大船渡市農業協同組合、広田湾漁業協同組合、陸前高田商工会

り 災 事 実

交付対象者

交 付 金 額

大船渡市農業協同組合

広田湾漁業協同組合

陸前高田商工会

市内の正組合員１人あたり６千円    

正組合員１人あたり２万円    

正会員１人あたり２万円  

親が死亡または行方不明

居住していた住宅が半壊または全壊

在宅避難世帯の被災時の世帯主

※日本赤十字社などからの義援金 ( 住家損壊等見舞金 ) の交付を受けた世帯のうち、

被災時から昨年１２月３１日までの間、誰も応急仮設住宅 ( みなし仮設住宅含む ) に

入居していない世帯（世帯全員が社会福祉施設に入所している場合を除く）。

　なお、「みなし仮設住宅」とは、都道府県による民間賃貸住宅借り上げおよび雇用促

進住宅などで、家賃などの一定期間免除や日本赤十字社からの家電製品の提供などの

仮設住宅と同様の公的な支援を受けている住宅です。

１世帯あたり５万円

り 災 事 実

交付対象者

交付金額など

り 災 事 実

交付対象者

交付金額など

被災当時、親が市内に住所を有しており、今回の震災により遺児または孤児となった

児童 ( 被災当時の年齢が１８歳未満の者および被災後に出生した者 )。

震災孤児１人あたり７５万円

震災遺児１人あたり５０万円

農業被害、漁業被害、事業所被害

大船渡市農業協同組合、広田湾漁業協同組合、陸前高田商工会

り 災 事 実

交付対象者

交 付 金 額

大船渡市農業協同組合

広田湾漁業協同組合

陸前高田商工会

市内の正組合員１人あたり６千円    

正組合員１人あたり２万円    

正会員１人あたり２万円  

▽震災遺児・孤児支援金

※各事業関係団体が交付を受けた見舞金の使途については、各事業関係団体において検討の上、今回の

震災により被災した組合員 ( 会員 ) の支援に要する費用に充てることとしています。

▽事業関係団体災害見舞金

　「震災遺児・孤児支援金」および「在宅避難世帯支援金」の交付申請を次の日程で受け付けます。

　なお、期間内の申請が難しい場合や郵便での申請を希望する場合は、相談してください。

▽日程　２月１１日 ( 土 ) ～３月９日 ( 金 ) 午前９時３０分～午後４時３０分

※２月１１日（土）、１２日（日）を除く平日のみ。

▽申請会場　２月１１日 ( 土 ) ～１２日 ( 日 )…市役所仮設庁舎３号棟１階大会議室

　　　　　　２月１３日 ( 月 ) ～３月９日 ( 金 )…市被災者支援室

▽必要書類　①義援金交付申請書 ( 市役所申請窓口で配布するほか、市ホームページからダウンロードで

きます）、②振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し (「震災遺児・孤児支援金」のみ )

▽在宅避難世帯支援金

義援金交付申請について
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事 務 嘱 託 員

職　　種 資　格　な　ど
採用予
定人数

職 務 内 容 と 勤 務 条 件 な ど
問い合
わせ先

介護予防指導員

看　　護　　師
( 健康推進課 )

看　　護　　師
( 二又診療所・
広田診療所 )

介護支援専門員

要介護認定調査員

家 庭 相 談 員

コミュニケー
ション支援員

図書教育指導員

社会教育指導員

健 康 相 談 員

図 書 館 司 書

普通自動車免許

介護支援専門員・介護福祉
士・社会福祉士・看護師な
ど ( 取得見込みを含む )

看護師または准看護師の免
許 ( 取得見込みを含む )

看護師または准看護師の免
許 ( 取得見込みを含む )

介護支援専門員資格、普通
自動車免許

介護または看護などの業務
経験者、普通自動車免許

社会福祉主事資格または実
務経験者 (２年以上 )、普通
自動車免許

社会福祉関係の業務経験者
(３年以上 )、普通自動車免
許

司書資格または司書教諭資
格 ( 取得見込みを含む )、
普通自動車免許

普通自動車免許

看護師または准看護師の免
許（取得見込みを含む）

司書資格 ( 取得見込みを含
む )、普通自動車免許

１人

２人

１人

各１人

２人

１人

１人

１人

１人

４人

５人

１人

土地家屋登記済通知書整理・現地確認補助
など（報酬月額１３万円程度）・週２９時
間勤務

介護予防指導業務など（報酬月額１８万円
程度）・週２９時間勤務

保健事業業務など（報酬月額１８万円程度）
週２９時間勤務

診療所看護師業務（報酬月額１８万円程度）
・週２９時間勤務

介護支援業務など（報酬月額１８万円程度）
・週２９時間勤務

要介護認定調査業務など（報酬月額１５万
円程度）・週２９時間勤務

家庭、婦人相談業務及び児童関係手当給付
事務（報酬月額１３万円程度）・週２９時
間勤務

障がい者のコミュニケーション支援および
手話通訳など障がい福祉の補助業務（報酬
月額１３万円程度）・週２９時間勤務

学校図書教育指導など（報酬月額１３万円
程度）・週２９時間勤務

社会教育事業の運営業務（報酬月額１３万
円程度）・週２９時間勤務

健康相談業務など（報酬月額１８万円程度）
・週２９時間勤務

仮設図書館の運営業務（報酬月額１５万円
程度）・週２９時間勤務

税務課
(内線１１３)

健康推進課
( 内線２３２)

健康推進課
( 内線２３２)

社会福祉課
( 内線２０１)

長寿社会課
( 内線２１０)

社会福祉課
( 内線２０２)

学校教育課
( 内線３１３)

生涯学習課
( 内線３０１)

健康推進課
( 内線２３２)

生涯学習課
( 内線３０１)

長寿社会課
( 内線２１０)

健康推進課
( 内線１４０)

　

　市は、平成２４年度採用の非常勤（嘱託）職員を次のとおり募集します。

▽職種一覧　すべての職種において、市内に在住 ( 居住予定を含む ) または通勤可能な人に限ります。

▽受験資格　高等学校卒業以上の学歴を有し（取得見込みを含む）、次のア～エのいずれにも該当しない

　　　　　人

　ア　日本の国籍を有しない人

　イ　成年後見人または被保佐人

　ウ　禁固以上の刑に処され、その執行を終えるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの

　　人

　エ　日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結

　　成し、またはこれに加入した人

▽受付期間　２月１日 ( 水 ) ～２月１４日 ( 火 ) の午前８時３０分から午後５時１５分まで ( 土日祝日を

　　　　　除く )。

１２の職種を募集しています

市非常勤 ( 嘱託 ) 職員採用試験受験案内市非常勤 ( 嘱託 ) 職員採用試験受験案内



⑲

　アナログ放送終了があと２カ月に迫りました。何らかの理由で、まだ地上デジタル放送を視聴してい

ない世帯では、期限までに地デジ化を完了しましょう。　

テレビ難視聴世帯の対策は今後も継続

　震災によって、急に地デジが視聴できなくなったケース

があります。

　また、もともと地デジの電波が弱い地域では、衛星を使

い暫定的に東京のキー局を受信せざるを得ない状況が続い

ています。

　永久的に地デジを視聴するには、最寄りの組合に加入す

るか、電波の強い場所に高性能アンテナを設置して、ケー

ブルを引くなどの対策が必要です。

　「電波の強さを調べてほしい」など、地デジの視聴でお困

りの世帯は、デジサポ岩手（☎０１９－９０３－０１０１）

に連絡してください。

　また、近隣にテレビ組合がない、電波の強い場所がないという地域については、今後どのように地上

波を受信するか現在検討中ですので、対策が決定次第お知らせします。

　詳しくは、協働推進室 ( 内線２４９) まで。

４月１日以降はこのような画面になります

　県立高田病院 ( 石木幹人院長 ) では、２月１

日（水）から仮設病棟４１床の運営を開始し、

入院患者の受け入れが可能になりました。

　病棟は既存の外来棟と廊下でつながってお

り、手術も行うことができます。

　詳しくは、県立高田病院 ( ☎５４ー３２２１)

まで。

　１月１日付けで市消防団長に大坂淳氏 ( 高田

町 ) が就任しました。任期は来年の３月３１日

までで、被災した組織の再編や防災のまちづく

りに取り組みます。

　また、副団長に渡邊克己氏 ( 横田町 )、中山

一彦氏 ( 米崎町 )、本部長に村上剛氏 ( 広田町 )

がそれぞれ就任しています。

４１床の仮設病棟を増設した県立高田病院 市長からはんてんと帽子を受け取る大坂淳新団長（左）

デジタルテレビ・チューナーを用意し地デジ化を

アナログ放送終了まであと２カ月

デジタルテレビ・チューナーを用意し地デジ化をデジタルテレビ・チューナーを用意し地デジ化を

２月１日から４１床の

　　　　　仮設病棟を運営

県立高田病院からのお知らせ 陸前高田市消防団

団長に大坂淳氏が就任
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　東日本大震災により、犠牲となられた方々の御霊をお慰めするとともに、本市の復興への決意を新た

にするため、震災から１年にあたる３月１１日 ( 日 ) に岩手県と合同により「東日本大震災岩手県・陸前

高田市合同追悼式 ( 仮称 )」を開催します。

　ご遺族の皆様にはご参列くださいますよう、謹んでご案内申し上げます。

　なお、ご参列いただける人は、２月２９日（水）までに、氏名、ご参列者の人数、連絡先を、電話、フ

ァクスまたは電子メールでご連絡ください。

▽日時　３月１１日 ( 日 ) 午後２時３０分から１時間程度 ( 午後１時から受け付けを開始します )

▽場所　高田小学校特設テント

▽対象　ご遺族の皆様 ( 個別の案内はいたしませんので、ご了承ください )

※合同追悼式終了後も、午後５時までご遺族以外の方々を含めて献花を行うことができます。

▽その他

・無宗教、献花方式で執り行い、ご参列されるご遺族の献花用のお花は市で用意します。

・ご参列は、平服で結構です。

・会場には駐車場がありませんので、車でお越しの際は、小学校校庭南側の空き地をご利用ください。な

お、空き地の所有者の皆様におかれましては、敷地を利用させてくださいますようお願い申し上げます。

・当日は、政府主催の追悼式とも連携し、発災時刻 ( 午後２時４６分 ) に黙とうなどの時間を共有する予

定です。

　詳しくは、総務課 ( 内線１６５) まで。

※受付時間：月～金曜日午前８時３０分から午後５時１５分、ファクス：０１９２ー５４ー３８８８、電

子メール：gyosei@city . r ikuzentakata . iwate . jp

　岩手海区漁業調整委員会委員選挙について、次の条件に該当する場合は選挙権を有することから、選

挙人名簿登載申請書を２月１日現在で記入し、選挙管理委員会に提出することになっています。

　１月に名簿登載の可能性が見込まれる世帯などに登載申請書を送付したところですが、下記の選挙権

の条件に該当し、登載申請書が届いていない場合は、市選挙管理委員会に至急連絡してください。

　なお、登載申請書は２月１０日 ( 金 ) までに必要事項を記入し、下記の提出先に提出してください。

【岩手海区漁業調整委員会委員選挙の選挙権】

◎個人の場合

　市内に住所を有する人で、次の要件①と②に該当する人です。

①平成４年７月２４日以前に出生した人。( ただし、今後国が決定する海区選挙日によって、この日は変

動します )

②１年に９０日以上、漁船を使用する漁業を営みまたはこれに従事する人。

◎法人の場合　市内に事業所を有し、１年に９０日以上漁船を使用する漁業を営む法人

▽提出先　市選挙管理委員会または広田湾漁業協同組合各支所

▽その他　海区漁業調整委員会委員の任期満了日は平成２４年８月７日です。選挙人名簿に登載されな

いと、選挙権がありませんので注意してください。

　詳しくは、選挙管理委員会事務局 ( 内線１５６) まで。

東日本大震災岩手県・陸前高田市
合同追悼式 ( 仮称 ) のお知らせ

岩手海区漁業調整委員会委員選挙人名簿登載申請書
■提出をお願いします

岩手海区漁業調整委員会委員選挙人名簿登載申請書



 

期　　日 診療（受付）時間 診　　　療　　　科

２月　４日 (土 )

２月　５日 ( 日 )

２月　８日 ( 水 )

２月　９日 ( 木 )

２月１１日 ( 土 )

２月１２日 ( 日 )

２月１５日 ( 水 )

２月１６日 ( 木 )

２月１８日 ( 土 )

２月１９日 ( 日 )

２月２２日 ( 水 )

２月２３日 ( 木 )

２月２５日 ( 土 )

２月２６日 ( 日 )

２月２９日 ( 水 )

１５：００～１８：００

１１：００～１６：００

１５：００～１８：００

１５：００～１８：００

　

１１：００～１６：００

１５：００～１８：００

１５：００～１８：００

１５：００～１８：００

１１：００～１６：００

１５：００～１８：００

１５：００～１８：００

１５：００～１８：００

１１：００～１６：００

１５：００～１８：００

 内科系、小児科、心療内科    

小児科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、心療内科    

小児科    

内科系、泌尿器科、皮膚科    

祭日につき休診    

内科系、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、心療内科    

外科系、小児科    

内科系、外科系、小児科    

内科系、外科系、小児科、心療内科    

外科系、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、心療内科    

小児科    

内科系、小児科、泌尿器科、皮膚科    

内科系、外科系、小児科、泌尿器科、皮膚科、心療内科    

内科系、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、心療内科    

外科系、小児科、泌尿器科、皮膚科  

２月１５日（水）

２月１７日（金）

３月　８日（木）

午後７時～９時

小友コミセン

市役所第３仮庁舎１階大会議室

竹駒コミセン

月　日 時　　間 会　　　場
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　教育委員会では、子どもの心のケアについての講演会を次のとおり開催します。

　震災により大きく変わった環境。子どもの心に与える影響や、子どもの心への向き合い方などについて、

阪神淡路大震災の際、「子どもの心のケア」を長く担当した臨床心理士の高橋哲先生を招き、講演を行い

ます。参加は自由ですので、気軽に参加してください。祖父母の皆さんの参加もお待ちしています。

　詳しくは、生涯学習課 ( 内線３０１) まで。

　昨年９月まで子ども手当を受給していた人に対し、手当の申請について文書を送付しています。昨年

１０月以降の子ども手当を受給するには、新たに子ども手当の申請をする必要があります。 

▽提出期限　３月３０日 ( 金 ) 

▽申請の際に必要なもの　①印鑑②申請者名義の金融機関口座 ( 配偶者や子どもの口座には振り込めませ

ん ) ③健康保険被保険者証、その他、申請者の状況により指定書類の提出を求める場合があります。

※現在、子ども手当認定請求を随時受付しています。まだ申請していない人は早めに社会福祉課に申請

してください。

　詳しくは、社会福祉課児童福祉係 ( 内線２０３) まで。

家庭教育講演会 「今、子どもの心にどう向き合えばよいか」参加者募集

子ども手当認定請求書の提出はお早めに

　岩手県医師会では、第一中学校体育館西側で診療所を開設しています。２月の診療日程は下表のとお

りです。

　詳しくは、高田診療所（☎５３－２１１０）まで。※診療日のみ通話可

●  第一中学校敷地内で診療しています ●

岩手県医師会高田診療所 ２月の診療日程岩手県医師会高田診療所

子ども手当認定請求書の提出はお早めに
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期　日 相　談　会　場

２月　６日（月）

２月　７日（火）

２月　９日（木）

２月１０日（金）

２月１３日（月）

２月１４日（火）

２月１５日（水）

２月１６日（木）

２月１７日（金）

鳴石が丘公民館    

広田コミセン    

佐野地区仮設団地    

竹駒コミセン    

小友コミセン    

広田コミセン    

二日市地区第二仮設団地    

竹駒小学校仮設団地    

細根沢地区仮設団地    

米崎中学校仮設団地    

小友町三日市仮設団地    

サンビレッジ高田 (※)    

高田高校第二グラウンド仮設団地

滝の里工業団地北側仮設団地    

和野会館 ( 高田町 )  
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震
災
に
よ
り
中
止
し
て
い
た
パ

ス
ポ
ー
ト
申
請
手
続
き
を
再
開
し

ま
す
。
申
請
で
き
る
の
は
、
日
本

国
籍
を
有
し
、
本
市
に
住
民
登
録

が
あ
る
人
で
す
。

▽
必
要
な
書
類　

①
一
般
旅
券
発

給
申
請
書(

窓
口
に
用
紙
が
あ
り

ま
す)

②
戸
籍
抄(

謄)

本
③
パ

ス
ポ
ー
ト
用
写
真
一
枚
④
身
元
確

認
の
書
類(

運
転
免
許
証
・
船
員

手
帳
な
ど
、
顔
写
真
の
つ
い
て
い

る
も
の)
⑤
前
回
取
得
し
た
パ
ス

ポ
ー
ト(
新
規
の
場
合
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん)

⑥
印
鑑

　

な
お
、
代
理
人
が
申
請
す
る
場

合
や
、
身
元
確
認
の
書
類
で
顔
写

真
付
き
の
も
の
が
な
い
場
合
は
、

事
前
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
か
ら
八
日
目
以
降
に
パ
ス
ポ

ー
ト
を
受
領
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
市
民
環
境
課
（
内

線
１
２
２
）、
ま
た
は
岩
手
県
パ

ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー(

☎
０
１
９

ー
６
０
６
ー
１
７
２
０)

ま
で
。

　

市
は
、
平
成
二
十
三
・
二
十
四

年
度
の
市
営
建
設
工
事
等
の
競
争

入
札
参
加
資
格
申
請
を
受
け
付
け

て
い
ま
し
た
が
、
津
波
に
よ
り
申

請
書
な
ど
を
流
失
し
た
た
め
、
登

録
年
度
を
平
成
二
十
四
・
二
十
五

年
度
に
改
め
て
、
競
争
入
札
参
加

資
格
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
物
品
購
入
等
に
係
る
競

争
入
札
参
加
資
格
申
請
に
つ
い
て

も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

競
争
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す

る
場
合
は
、
次
の
期
間
内
に
申
請

書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
業
種
な
ど　

市
営
建
設
工
事
、

測
量
お
よ
び
建
築
の
設
計
業
務
、

物
品
購
入
、
業
務
委
託(

清
掃
・

警
備
な
ど)

▽
受
付
締
切　

二
月
二
十
九
日

(

水)

▽
欠
格
要
件

・
納
期
限
が
到
来
し
て
い
る
市
税

を
納
税
し
て
い
な
い
場
合

・
工
事
現
場
に
主
任
技
術
者
を
配

置
で
き
な
い
場
合(

建
設
工
事
対

象)

　

詳
し
く
は
、
財
政
課
財
政
係(

内

線
１
５
２)

ま
で
。

　

ピ
ー
ス
ウ
ィ
ン
ズ
・
ジ
ャ
パ
ン

で
は
、
高
田
町
川
原
に
集
会
所
を

建
設
し
ま
し
た
。

▽
所
在
地　

高
田
町
字
寒
風
３
番

地▽
利
用
申
込　

申
し
込
み
は
、
利

用
日
の
一
週
間
前
ま
で
管
理
人
に

口
頭
ま
た
は
電
話
で
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

▽
開
館
時
間　

午
前
九
時
～
午
後

九
時(

休
館
日
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

年
末
年
始
は
休
館
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す)

　

詳

し

く

は
、

佐

々

木(

☎

０
９
０
ー
７
０
７
６
ー
５
５
５
７

)

、
菊
池(

☎
０
９
０
ー
７
９
３
４

ー
２
１
０
０)

ま
で
。

　

本
校
で
は
、
児
童
生
徒
が
学
習

で
取
り
組
ん
だ
作
品
を
地
域
の
皆

さ
ん
に
公
開
す
る
校
外
作
品
展
を

行
い
ま
す
。

▽
期
間　

二
月
十
六
日(

木)

～

十
八
日(

土)

▽
時
間　

午
前
十
時
～
午
後
五
時

(

十
八
日
は
午
後
四
時
ま
で)

▽
場
所　

サ
ン
リ
ア
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
憩
い
の
広
場

　

詳
し
く
は
、
気
仙
光
陵
支
援
学

校(

☎
２
７
ー
９
８
５
６)

ま
で
。

　

県
立
美
術
館
で
は
、
沿
岸
の
住

民
を
対
象
に
美
術
館
へ
の
無
料
送

迎
バ
ス
を
運
行
し
ま
す
。

▽
日
程　

三
月
四
日(

日)

午
前

八
時
ご
ろ
サ
ン
ビ
レ
ッ
ジ
高
田

発
、
午
前
十
一
時
～
午
後
三
時
ご

ろ
美
術
館
見
学
、
午
後
六
時
す
ぎ

帰
着

▽
応
募
方
法　

二
月
十
一
日(

土

)

ま
で
に
、
は
が
き
ま
た
は
フ
ァ

ク
ス
で
参
加
者
の
氏
名
・
住
所
・

年
齢
・
性
別
・
電
話
番
号
を
記

入
し
、
県
立
美
術
館(

〒
０
２
０

ー
０
８
６
６
盛
岡
市
本
宮
字
松
幅

１
２
ー
３
、
フ
ァ
ク
ス
０
１
９
ー

６
５
８
ー
１
７
１
２)

に
送
付
し

て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
県
立
美
術
館 (

☎

０
１
９
ー
６
５
８
ー
１
７
１
１)

ま
で
。

さとう　ゆな
ちゃん

さとう　そうご
ちゃん

▽時間　午前１１時３０分～午後１時３０分

ただし、( ※ ) は正午～午後１時３０分

　詳しくは、岩手労働局職業安定課

( ☎０１９－６０４－３２０３) まで。

３
歳
６
か
月
児
健
診
か
ら

◆
平
成
二
十
三
年
十
二
月
健
診
分
②

二
月
一
日
か
ら
再
開
し
ま
す

旅
券(

パ
ス
ポ
ー
ト)

の
申
請
手
続

む
し
歯
の
な
い
子

　
　
あ
つ
ま
れ
！

む
し
歯
の
な
い
子

　
　
あ
つ
ま
れ
！

む
し
歯
の
な
い
子

　
　
あ
つ
ま
れ
！

information

お知らせコーナー

information

お知らせコーナー

受
け
付
け
て
い
ま
す

市
営
建
設
工
事
等
入
札
参
加
者

高
田
町
川
原
に
集
会
所
を
建
設

「
多
目
的
会
館
ど
っ
こ
い
所
」

気
仙
光
陵
支
援
学
校

「
校
外
作
品
展
」
の
お
知
ら
せ

県
立
美
術
館
か
ら

ワ
ン
デ
イ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
ツ
ア
ー
開
催

岩手労働局 就職支援ナビゲーター出張相談



 

時　間 月　曜　日　～　土　曜　日

情報 every・陸前高田
～市からのお知らせ・お天気情報など～

　９：００

１０：３０

１２：００

１３：００

１４：００

１５：００

１７：００

１９：００

音楽タイム      

情報 every・陸前高田 ( 再放送 )

音楽タイム   

月：いわての昔ばなし ( 朗読 )

火：外国語放送の時間 (中国語と英語による情報番組 )

水：水曜広場 ( 特番、イベント中継、音楽番組など )

木：情報番組「はちまるゴーゴー生ワイド ! 陸前高田」

金：気仙のじいちゃん気仙のばあちゃん昔がたり

土：「はちまるゴーゴー生ワイド ! 陸前高田」（再放送）

※市の復興会議などを録音した番組、特別番組など

も、この時間帯を利用して適宜放送していきます。

議会中継は１日中放送する予定です。

音楽タイム      

情報 every・陸前高田
～市からのお知らせ・お天気情報～

※ＣＳ放送「ミュージックバード」

↑至 清掃センター
　 　希望ヶ丘病院方面

農免道（高
畑相川線）

至 米崎町
→

至 氷上神社方面至 第一中方面

←至 竹駒・横田

現在の
迂回路 相川大隅線

↑至 相川・滝の里

新迂回路
通行止

変電所

配水池
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よしだ　よう
ちゃん

よしだ　れい
ちゃん

さとう　よしき
ちゃん

◇出生（　）は字名・保護者・出生日

矢作　…

横田　…

竹駒　菅　野　優
ゆ

　衣
い

（細根沢・政信・12/23）

気仙　榊　原　愛
あい

　生
き

（水上・翔・1/4）

髙田　熊　谷　尚
たか

　斗
と

（鳴石・章・12/22）

米崎　熊　谷　璃
り

　音
お

（脇の沢・隆一・1/10）

小友　…

広田　…

◇おくやみ（　）字名・年齢・死亡日

矢作　畠　山　清　一（東角地・93・12/16）

　　　佐　藤　邦　雄（的場・81・12/28）

横田　…

竹駒　中　里　格次郎（館・92・12/21）

　　　小　淵　太一郎（館・73・12/21）

　　　伊　藤　シケヲ（童子・94・1/4）

　　　寺　坂　スヅヨ（館・61・1/11）

気仙　石　川　フユノ（中堰・102・12/16）

髙田　宮　城　　　巖（川原・85・3/11）

　　　佐々木　　　誓（曲松・64・12/22）

　　　菅　野　　　眞（長砂・73・3/11）

　　　泉　田　正　光（鳴石・84・12/28）

　　　熊　谷　ミヤ子（東和野・84・12/28）

　　　黄川田　憲　雄（大石・62・3/11）

　　　黄川田　シケ子（大石・90・3/11）

　　　黄川田　義　一（大石・66・3/11）

米崎　中　山　トミヨ（佐野・96・12/16）

　　　千　葉　幹　彦（川内・82・12/26）

　　　熊　谷　愛　子（道の上・83・1/3）

　　　清　水　　　透（野沢・38・1/3）

小友　岸　　　マサ子（上新田・90・12/29）

　　　佐　藤　千　明（三日市・17・3/11）

広田　津　田　永　吉（大久保・92・12/19）

　　　大和田　正　悦（大陽・88・12/25）

　　　村　上　利世子（山田・79・1/11）　

慶  弔（届出日：12/16 ～ 1/15）

　市道相川大隅線は三陸縦貫自動車道の工事のため、３月３１

日まで全面通行止めとしておりますが、２月６日 ( 月 ) より、

迂回路が変更になります。（下図参照）

※下記期日以降は、現在の迂回路は利用できません。

　詳しくは、建設課道路河川係 ( 内線２５１) まで。

りくぜんたかたさいがいエフエム (80.5MHz) 番組表

市道相川大隅線 ( 高田町字大隅地内 ) の迂回路を変更市道相川大隅線 ( 高田町字大隅地内 ) の迂回路を変更市道相川大隅線 ( 高田町字大隅地内 ) の迂回路を変更



数字で見る陸前高田市

２０１２年（平成２４年）　２月１日号　 

市内の火災救急活動（１２月）
（　）は 1 月からの累計

市の人口（１２月２８日現在）
◎住民登録人口（　）内は前月比

市内の交通事故（１２月）
大船渡警察署調べ。（　）は１月からの累計

◆人身事故
◆物損事故
◆負 傷 者
◆死 亡 者
◆飲酒運転

男
女
計

世帯数

◆建　　物

◆林野・その他

◆出動件数

◆搬送人員

２件
３４件
２人
０人
２人

１０，１４５人
１０，９２８人
２１，０７３人

７，４９９世帯

２件

２件

７３人

７１人

（４３件）
（４０６件）
（５８人）
（  ２人）
（  ７人）

（△２５）
（△１０）
（△３５）

（　  ０）

（  ９件）

（ １１件）

（１，１３６人）

（１，１２８人）
※前年同月との比較（△３，０８６）

◆編集・発行◆　陸前高田市企画部協働推進室　〒０２９－２２９２ 岩手県陸前高田市高田町字鳴石４２番地５　☎０１９２ 　２１１１（内線１７２）
　　　　　　　　ホームページ http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp　Ｅメール kyoudou@city.rikuzentakata.iwate.jp

５４
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四
月
上
旬
の
と
あ
る
日
曜
日
に
上

司
か
ら
突
然
電
話
が
か
か
っ
て
き
て
、

「
陸
前
高
田
市
に
行
く
の
は
お
前
し
か

い
な
い
」
と
説
得
さ
れ
、
そ
の
場
で
派

遣
を
内
諾
し
ま
し
た
。

　

派
遣
前
に
被
害
状
況
を
数
字
で
見

た
だ
け
で
は
、
被
害
の
全
容
が
つ
か
め

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
い
ざ
現
地
を
見
て

「
街
が
な
く
な
る
と
は
こ
う
い
う
こ
と

な
の
か
」
と
あ
ら
た
め
て
驚
か
さ
れ
ま

し
た
。

　

「
お
茶
っ
こ
飲
み
の
会
」
な
ど
の
各

地
区
で
の
活
動
は
、
全
国
か
ら
の
支
援

チ
ー
ム
が
残
っ
て
い
る
お
盆
前
に
基

礎
を
固
め
よ
う
と
、
六
月
末
の
竹
駒
町

を
皮
切
り
に
市
内
全
域
に
活
動
を
広

げ
て
い
き
ま
し
た
。

　

陸
前
高
田
の
女
性
は
被
災
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
辛
抱
強
く
明
る
く
ふ

る
ま
っ
て
頑
張
り
屋
だ
と
思
い
ま
す
。

地
域
の
ま
と
ま
り
が
あ
り
、
仮
設
住
宅

へ
の
入
居
に
あ
た
っ
て
は
、
元
の
近
所

づ
き
あ
い
な
ど
に
も
配
慮
し
、
す
ぐ
に

代
表
を
決
め
た
こ
と
が
、
仕
事
の
や
り

や
す
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ま
で
の
保
健
師
の
地
道
な
活
動
が
功

を
奏
し
、
民
生
委
員
と
の
連
携
が
密
で

人
材
が
豊
富
な
こ
と
か
ら
、
ど
こ
に

行
っ
て
も
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
が
い
ま
す
。

自
治
組
織
の
つ
く
り
方
や
ノ
ウ
ハ
ウ

を
大
切
に
し
て
い
る
ま
ち
で
す
ね
。

派
遣
職
員
紹
介
④

日
　
髙

　
橘

　
子 

さ
ん

健
康
推
進
課　

主
査

【
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】　

日
髙
橘
子　

（
ひ
だ
か
き
つ
こ
）

　

阪
神
大
震
災
や
東
海
豪
雨
で
の
被
災
者
支
援
の
実
績
か
ら
、
名
古
屋
市
職
員
派
遣
の
第
一
陣
十
一
人

の
メ
ン
バ
ー
に
抜
て
き
さ
れ
、
昨
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
健
康
推
進
課
に
勤
務
。
こ
の
と
き
、
一
年
間

の
派
遣
が
決
ま
っ
て
い
た
唯
一
の
職
員
。
名
古
屋
市
で
孤
立
死
対
策
を
行
っ
て
い
た
経
緯
か
ら
、
本
市

に
派
遣
後
、
社
会
福
祉
協
議
会
な
ど
と
連
携
し
「
お
茶
っ
こ
飲
み
の
会
」
な
ど
を
手
掛
け
る
。
日
々
市

内
を
駆
け
巡
る
精
力
的
な
仕
事
ぶ
り
は
、
市
民
に
も
浸
透
し
て
い
る
。


